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財

務
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、

○
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
告
示
第
一
号

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省

（

）

中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律

平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
八
号

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
商
工
等
連
携
事
業
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
八
月
二
十
日

総
務
大
臣

増
田

寛
也

財
務
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吹
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明

厚
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働
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臣

舛
添

要
一

農
林
水
産
大
臣

太
田

誠
一

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

国
土
交
通
大
臣

谷
垣

禎
一
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農
商
工
等
連
携
事
業
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針

、

（

「

」

こ
の
基
本
方
針
は

中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律

以
下

法

と
い
う

）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
商
工
等
連
携
事
業
の
促
進
の
意
義
及
び
基
本
的
な
方
向
に
関
す
る

。

事
項
、
農
商
工
等
連
携
事
業
に
関
す
る
事
項
並
び
に
農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
も
の
で
あ

る
。

第
一

農
商
工
等
連
携
事
業
の
促
進
の
意
義
及
び
基
本
的
な
方
向
に
関
す
る
事
項

１

農
商
工
等
連
携
事
業
の
促
進
の
意
義

我
が
国
経
済
は
、
千
九
百
九
十
年
代
以
降
、
長
き
に
わ
た
る
低
迷
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
否
応
の
な
い
変
化
に
さ

ら
さ
れ
て
き
た
。
官
民
一
体
と
な
っ
て
対
応
を
進
め
、
戦
後
最
長
と
な
る
景
気
回
復
を
経
験
し
た
現
在
に
お
い
て

も
、
我
が
国
経
済
を
支
え
る
担
い
手
の
多
く
に
と
っ
て
厳
し
い
経
営
環
境
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
人
口

減
少
下
に
お
け
る
新
た
な
経
済
構
造
の
確
立
に
向
け
た
不
断
の
取
組
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
、
我
が
国
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
の
た
め
に
は
、
我
が
国
の
経
済
基
盤
の
形
成
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
中
小
企
業
と
、
食
料
の
安
定
供
給
等
の
価
値
を
有
し
、
事
業
・
雇
用
機
会
の
創
出
に
寄
与
す
る

農
林
漁
業
の
成
長
・
発
展
が
重
要
で
あ
る
。

我
が
国
企
業
の
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
占
め
、
経
済
の
基
盤
を
支
え
る
中
小
企
業
は
、
こ
れ
ま
で
我
が
国

経
済
の
成
長
の
原
動
力
と
し
て
特
筆
す
べ
き
貢
献
を
果
た
し
て
お
り
、
そ
の
経
験
の
中
で
独
自
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
技
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術
等
を
蓄
積
し
、
優
れ
た
経
営
資
源
を
獲
得
し
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
の
経
済
構
造
の
変
化
の
中
で
は
、
そ
の

優
れ
た
経
営
資
源
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
生
産
性
を
向
上
さ
せ
、
急
速
に
変
化
す
る
市
場
に
対
応
し
た

新
た
な
事
業
展
開
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
新
た
な
事
業
の
展
開
は
一
部
に
先
導
的
な
取

組
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
多
く
の
中
小
企
業
に
お
い
て
い
ま
だ
十
分
に
実
現
で
き
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況
が

続
い
て
い
る
。

農
林
漁
業
は
、
我
が
国
経
済
の
重
要
な
産
業
で
あ
る
と
と
も
に
、
食
料
の
安
定
供
給
を
は
じ
め
と
し
て
、
我
が

国
国
民
生
活
の
安
定
の
た
め
に
不
可
欠
な
役
割
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
農
林
漁
業
は
、
天
候
等
の
自
然

条
件
に
よ
る
生
産
条
件
の
変
動
が
大
き
い
、
栽
培
期
間
が
長
く
収
穫
ま
で
に
時
間
を
要
す
る
た
め
事
業
サ
イ
ク
ル

が
長
い
等
の
固
有
の
事
業
特
性
を
有
し
、
安
定
的
な
経
営
が
困
難
な
産
業
分
野
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
の
リ
ス
ク
を
低
減
し
、
食
料
の
安
定
供
給
と
所
得
の
向
上
を
同
時
に
実
現
す
る
各
種
の
支
援
体
制
を
整
備
す
る

こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
農
林
漁
業
は
我
が
国
経
済
の
成
長
と
軌
を
一
つ
に
し
て
成
長
を
続
け
て
き
た
。
一
方
、
現

在
に
お
い
て
は
消
費
構
造
等
の
変
化
を
踏
ま
え
、
国
内
外
の
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
事
業
展
開
を
行
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
現
状
は
こ
れ
に
対
応
し
た
事
業
展
開
が
十
分
に
は
図
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
我

が
国
農
林
漁
業
は
極
め
て
厳
し
い
経
営
環
境
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
が
連
携
し
て
新
商
品
や
新
役
務
の
開
発
等
を
実
現
し
、
双
方

が
裨
益
し
て
い
る
取
組
事
例
が
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
両
者
が
有
す
る
経
営
資
源
を
相
互
に
補
完
し
合
う
こ
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、

、

と
で

単
独
の
取
組
で
は
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
新
商
品
や
新
役
務
の
開
発
等
を
成
功
さ
せ
る
も
の
で
あ
り

近
年
の
市
場
環
境
の
変
化
に
適
切
に
対
応
し
た
、
中
小
企
業
と
農
林
漁
業
の
双
方
の
成
長
・
発
展
に
極
め
て
有
効

な
取
組
で
あ
る
。

今
後
、
こ
の
よ
う
な
農
商
工
等
連
携
の
取
組
を
通
じ
た
中
小
企
業
と
農
林
漁
業
の
成
長
・
発
展
の
重
要
性
が
我

が
国
に
広
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
が
国
中
小
企
業
の
有
す
る
経
営
資
源
に
対
し
て
適
切
な
評
価
が
な

さ
れ
、
そ
の
潜
在
力
を
活
か
し
た
競
争
力
の
あ
る
事
業
展
開
が
促
進
さ
れ
る
と
と
も
に
、
我
が
国
農
林
漁
業
に
お

い
て
は
、
い
ま
だ
一
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
先
進
的
な
取
組
が
広
く
普
及
し
、
農
林
漁
業
経
営
の
改
善
に
つ
な
が

り
、
農
林
漁
業
の
新
し
い
担
い
手
を
生
み
出
す
契
機
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

２

農
商
工
等
連
携
事
業
の
促
進
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
方
向

前
項
に
示
し
た
意
義
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
の
経
営
資
源
が
脆
弱
で
あ

る
た
め
、
農
商
工
等
連
携
の
事
業
活
動
を
行
う
た
め
の
資
金
調
達
が
困
難
で
あ
る
と
と
も
に
、
通
常
の
事
業
活
動

の
範
囲
内
に
お
い
て
両
者
の
交
流
の
機
会
が
少
な
い
た
め
相
互
の
持
ち
味
や
強
み
な
ど
に
関
す
る
情
報
・
知
見
の

共
有
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
農
商
工
等
連
携
の
事
業
活
動
の
実
現
が
進
ま
な
い
状
況
に
あ
る
。

こ
の
た
め
、
中
小
企
業
の
経
営
の
向
上
及
び
農
林
漁
業
経
営
の
改
善
を
図
る
べ
く
、
法
に
基
づ
き
、
中
小
企
業

者
及
び
農
林
漁
業
者
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
債
務
保
証
、
資
金
助
成
、
ノ
ウ
ハ

ウ
面
の
支
援
等
の
政
策
的
な
支
援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
当
該
事
業
活
動
を
促
進
し
、
絶
え
ず
変
化
す
る
市
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場
の
ニ
ー
ズ
に
適
応
し
た
新
商
品
や
新
役
務
の
開
発
等
を
実
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

３

農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
の
促
進
の
意
義
及
び
基
本
的
な
方
向

中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
は
、
そ
も
そ
も
通
常
の
事
業
活
動
の
範
囲
内
に
お
い
て
交
流
の
機
会
が
少
な
い
た

め
相
互
の
事
業
活
動
に
関
す
る
情
報
・
知
見
が
不
足
し
て
お
り
、
両
者
の
連
携
は
一
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
を
強
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
資
源
を
有
効
活
用
す
る
農

商
工
等
連
携
事
業
を
促
進
す
る
た
め
に
、
両
者
の
自
発
的
な
取
組
を
促
す
と
と
も
に
、
両
者
の
連
携
の
形
成
や
連

携
し
た
後
に
行
わ
れ
る
農
商
工
等
連
携
事
業
の
高
度
化
を
支
援
す
る
事
業
を
促
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
二

農
商
工
等
連
携
事
業
に
関
す
る
事
項

１

農
商
工
等
連
携
事
業
の
内
容
に
関
す
る
事
項

基
本
的
な
考
え
方

(1)

農
商
工
等
連
携
事
業
は
、
中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
す
る
多
様
な
経
営
資

源
が
必
ず
し
も
有
効
に
活
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
新
商
品
や
新
役
務
の
開
発
等
の
実
施
が
円
滑
に
進
ん
で
い
な
い

こ
と
を
踏
ま
え
、
中
小
企
業
の
経
営
の
向
上
及
び
農
林
漁
業
経
営
の
改
善
を
図
る
た
め
、
中
小
企
業
者
と
農
林

漁
業
者
と
が
有
機
的
に
連
携
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
資
源
を
有
効
に
活
用
し
て
、
新
商
品
の
開
発
、
生
産
若
し

く
は
需
要
の
開
拓
又
は
新
役
務
の
開
発
、
提
供
若
し
く
は
需
要
の
開
拓
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

農
商
工
等
連
携
事
業
の
内
容

(2)
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法
第
二
条
第
四
項
に
定
め
る
と
お
り
農
商
工
等
連
携
事
業
は
、
以
下
の
点
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

①

中
小
企
業
者
（
農
林
漁
業
以
外
の
事
業
を
行
う
中
小
企
業
者
に
限
る

）
と
農
林
漁
業
者
と
が
有
機
的
に

。

連
携
し
て
実
施
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と

法
に
お
い
て
は
、
商
工
業
等
を
行
う
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
が
双
方
の

成
長
・
発
展
に
極
め
て
有
効
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
両
者
の
連
携
に
よ
る
新
商
品
の
開
発
等
の
新
た
な

価
値
創
造
を
評
価
し
促
進
す
る
た
め
、
農
商
工
等
連
携
事
業
を
実
施
す
る
中
小
企
業
者
は
、
農
林
漁
業
以
外

の
事
業
を
行
う
中
小
企
業
者
に
限
る
こ
と
と
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
農
商
工
等
連
携
事
業
に
お
い
て
農
林
漁
業
を
行
う
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
連
携

に
よ
る
事
業
活
動
（
農
農
連
携
）
は
支
援
対
象
外
と
す
る
。
例
え
ば
、
農
業
と
食
品
加
工
業
を
行
う
兼
業
農

家
が
、
自
ら
行
う
食
品
加
工
業
に
つ
い
て
他
の
農
業
者
と
連
携
す
る
事
業
又
は
自
ら
が
行
う
農
業
に
つ
い
て

他
の
商
工
業
者
と
連
携
す
る
事
業
は
支
援
対
象
に
な
る
が
、
自
ら
行
う
農
業
に
つ
い
て
他
の
農
業
者
と
連
携

す
る
事
業
は
支
援
対
象
外
と
な
る
。
同
様
に
、
農
商
工
等
連
携
事
業
に
お
い
て
、
農
家
が
行
う
食
品
加
工
や

食
品
卸
売
の
み
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
事
業
活
動
（
工
工
連
携
、
商
工
連
携
、
商
商
連

携
等
）
も
支
援
対
象
外
と
す
る
。

な
お
、
外
国
に
お
い
て
事
業
活
動
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
主
た
る
事
務
所
が
国
内
に
所
在
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
国
内
に
所
在
す
る
中
小
企
業
者
の
経
営
の
向
上
、
農
林
漁
業
者
の
農
林
漁
業
経
営
の
改
善
に
つ
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な
が
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
支
援
対
象
と
す
る
。
ま
た
、
農
林
水
産
物
に
つ
い
て
は
、
国
内
で

生
産
さ
れ
た
も
の
に
限
定
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
水
産
物
に
あ
っ
て
は
、
国
内
で
水
揚
げ
さ
れ
た
も
の
も
含

む

。
。
）

「
有
機
的
に
連
携
し
て
実
施
す
る
」
と
は
、
農
商
工
等
連
携
事
業
に
取
り
組
む
た
め
に
、
中
小
企
業
者
と

農
林
漁
業
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
相
手
方
は
保
有
し
て
い
な
い
が
自
ら
は
保
有
す
る
経
営
資
源
を
互
い
に
持
ち

、

、

、

、

寄
り

連
携
事
業
期
間
を
通
じ
て

両
者
い
ず
れ
も
が
主
体
的
な
参
画
を
し

当
該
連
携
事
業
に
係
る
費
用

利
益
及
び
損
失
を
分
担
、
分
配
す
る
形
で
当
該
事
業
を
遂
行
し
て
い
く
た
め
の
事
業
体
制
が
担
保
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
農
商
工
等
連
携
事
業
に
係
る
規
約
や
契
約
書
等
に
お
い
て

「
連
携
事
業
の
目
標

「
目
標

、

」
、

達
成
に
向
け
た
経
営
資
源
の
相
互
提
供

「
目
標
達
成
に
向
け
た
連
携
事
業
期
間
中
の
事
業
費
の
負
担
、

」
、

損
失
の
分
担
及
び
収
益
の
分
配
に
関
す
る
定
め

「
契
約
遵
守
義
務
に
関
す
る
定
め
」
を
明
確
化
し
、
市

」
、

場
か
ら
信
用
さ
れ
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

②

当
該
中
小
企
業
者
及
び
当
該
農
林
漁
業
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
資
源
を
有
効
に
活
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と

、

、

、

、

、

こ
こ
で

経
営
資
源
と
は

設
備

技
術

個
人
の
有
す
る
知
識
及
び
技
能
そ
の
他
ビ
ジ
ネ
ス
ノ
ウ
ハ
ウ

知
的
財
産
権
等
を
含
む
事
業
活
動
に
活
用
さ
れ
る
資
源
一
般
を
指
す
。
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
の
認
定
に
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お
い
て
は
、
当
該
農
商
工
等
連
携
事
業
に
参
加
す
る
各
主
体
が
持
ち
寄
る
そ
れ
ぞ
れ
の
強
み
で
あ
る
経
営
資

源
を
具
体
的
に
示
し
、
中
小
企
業
者
の
経
営
の
向
上
及
び
農
林
漁
業
者
の
農
林
漁
業
経
営
の
改
善
が
こ
れ
ら

を
活
用
し
た
双
方
の
工
夫
を
凝
ら
し
た
取
組
に
よ
り
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え

ば
、
中
小
企
業
者
に
お
い
て
は
、
新
た
な
材
料
の
導
入
、
新
た
な
製
造
・
加
工
方
法
の
導
入
等
、
農
林
漁
業

者
に
お
い
て
は
、
新
た
な
品
種
の
導
入
、
新
た
な
栽
培
管
理
方
法
の
導
入
、
実
需
者
の
ニ
ー
ズ
に
あ
わ
せ
た

ロ
ッ
ト
や
ス
ペ
ッ
ク
で
の
出
荷
、
木
材
に
つ
い
て
の
丸
太
で
の
直
送
、
新
た
な
魚
の
鮮
度
保
持
方
法
の
採
用

等
が
想
定
さ
れ
る
。

③

新
商
品
の
開
発
、
生
産
若
し
く
は
需
要
の
開
拓
又
は
新
役
務
の
開
発
、
提
供
若
し
く
は
需
要
の
開
拓
を
行

う
も
の
で
あ
る
こ
と

成
果
物
と
な
る
商
品
や
役
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁

業
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
開
発
、
生
産
し
た
こ
と
の
な
い
新
た
な
商
品
又
は
役
務
で
あ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
当
該
商
品
・
役
務
と
競
合
・
類
似
商
品
等
と
の
比
較
に
よ
る
優
位
性
・
差
別
化
要
素
を
明
ら

か
に
し
、
需
要
の
開
拓
の
見
込
み
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
当
該
事
業
が
市
場
に
お
い
て
事
業
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
具
体
的
な
販
売
活
動
が
計
画
さ
れ
て
い
る
な
ど
事
業
と
し
て
成
り
立
つ
蓋
然
性
が
高
く
、
そ
の
後
も
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事
業
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

農
商
工
等
連
携
事
業
の
計
画
期
間

(3)

計
画
の
実
施
期
間
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
五
年
以
内
と
す
る
が
、
三
年
か
ら
五
年
の
期
間
で
あ
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
な
お
、
事
業
を
開
始
す
る
時
期
、
事
業
の
実
施
項
目
ご
と
に
着
手
す
る
時
期
、
目
標
を
達
成
す

る
予
定
時
期
等
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
明
確
に
す
る
こ
と
と
す
る
。

農
商
工
等
連
携
事
業
に
お
け
る
連
携
に
関
す
る
事
項

(4)

中
核
と
な
る
中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
の
存
在

(ｲ)

農
商
工
等
連
携
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
の
主
体
と
な
る
中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
が
必

要
で
あ
る
。

法
に
お
い
て

「
中
小
企
業
者
」
と
は
、
事
業
を
行
う
会
社
及
び
個
人
、
組
合
等
（
企
業
組
合
、
協
業
組

、

、

、

、

、

、

、

合

事
業
協
同
組
合

事
業
協
同
小
組
合

協
同
組
合
連
合
会

農
業
協
同
組
合

農
業
協
同
組
合
連
合
会

農
事
組
合
法
人
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
、
水
産
加
工
業
協
同

組
合
連
合
会
、
森
林
組
合
、
森
林
組
合
連
合
会
、
商
工
組
合
、
商
工
組
合
連
合
会
、
商
店
街
振
興
組
合
、
商

店
街
振
興
組
合
連
合
会
、
消
費
生
活
協
同
組
合
、
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
、
生
活
衛
生
同
業
組
合
、
生

活
衛
生
同
業
組
合
小
組
合
、
生
活
衛
生
同
業
組
合
連
合
会
、
酒
造
組
合
、
酒
造
組
合
連
合
会
、
酒
造
組
合
中

央
会
、
酒
販
組
合
、
酒
販
組
合
連
合
会
及
び
酒
販
組
合
中
央
会
を
い
う

）
を
い
う
。

。
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法
に
お
い
て

「
農
林
漁
業
者
」
と
は
、
農
業
、
林
業
、
漁
業
を
行
う
者
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
組
織
す
る

、

団
体
（
事
業
協
同
組
合
、
事
業
協
同
小
組
合
、
協
同
組
合
連
合
会
、
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合

会
、
農
事
組
合
法
人
、
漁
業
生
産
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
生
産
森
林
組
合
、
森

林
組
合
、
森
林
組
合
連
合
会
の
ほ
か
、
法
人
格
を
有
し
な
い
任
意
団
体
（
集
落
営
農
組
織
）
を
含
む

）
を

。

い
う
。

農
業
、
林
業
、
漁
業
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
統
計
調
査
に
用
い
る
産
業
分
類
並
び
に
疾
病
、
障
害
及
び
死

因
分
類
を
定
め
る
政
令
の
規
定
に
基
づ
き

産
業
に
関
す
る
分
類
の
名
称
及
び
分
類
表
を
定
め
る
等
の
件

平

、

（

成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
六
百
十
八
号
）
に
定
め
る
日
本
標
準
産
業
分
類
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
農
事
組
合
法
人
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合

連
合
会
、
森
林
組
合
及
び
森
林
組
合
連
合
会
に
つ
い
て
は
、
当
該
農
商
工
等
連
携
事
業
に
お
い
て
、
農
林
漁

業
以
外
の
事
業
を
行
う
場
合
は
中
小
企
業
者
と
し
て
農
商
工
等
連
携
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

一
方
、
当
該
農
商
工
等
連
携
事
業
に
お
い
て
農
林
漁
業
の
事
業
を
行
う
場
合
は
農
林
漁
業
者
と
し
て
農
商
工

等
連
携
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
農
業
協
同
組
合
は
農
林
漁
業
者
と
し
て
食
品
加

工
業
者
と
連
携
し
、
経
営
規
模
の
小
さ
い
農
家
等
を
束
ね
て
、
そ
の
原
料
と
な
る
農
産
物
の
生
産
、
集
出
荷

及
び
一
次
加
工
に
取
り
組
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
一
方
、
中
小
企
業
者
と
し
て
組
合
員
を
含
め
広
く
農
業
者

と
連
携
し
、
そ
の
生
産
す
る
農
産
物
を
活
用
し
て
新
た
な
加
工
品
の
開
発
、
製
造
、
需
要
の
開
拓
等
に
取
り
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組
む
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、
中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
共
同
申
請
を
行
う
こ
と
も
想
定

さ
れ
る
。

中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
に
加
え
、
大
企
業
が
事
業
に
参
加
し
、
販
路
開
拓
等
に
お
い
て
重
要
な
役

割
を
果
た
す
場
合
に
も
、
当
該
中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
は
支
援
対
象
と
な
る
。
た
だ
し
、
実
質
的
な

事
業
に
対
す
る
貢
献
の
度
合
い
（
全
体
の
事
業
額
に
占
め
る
割
合
等
）
で
中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
の

占
め
る
割
合
が
半
数
以
下
の
場
合
は
支
援
対
象
外
と
す
る
。

中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
の
役
割
等

(ﾛ)

農
商
工
等
連
携
事
業
に
つ
い
て
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
は
連
携
事
業
全
体
に
対
す
る
利
益
と
リ
ス

ク
を
共
に
す
る
と
と
も
に
、
規
約
等
を
策
定
し
、
工
程
管
理
や
品
質
管
理
が
統
一
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
役

割
分
担
、
対
外
的
な
取
引
関
係
に
お
け
る
責
任
体
制
の
在
り
方
等
を
明
確
化
し
、
市
場
か
ら
信
用
さ
れ
る
体

制
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
両
者
の
役
割
分
担
等
を
明
確
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
中
小
企
業
の
経
営
の
向
上
又
は

、

。

農
林
漁
業
経
営
の
改
善
と
い
う

そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
合
致
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る

な
お
、
農
商
工
等
連
携
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
中
小
企
業
者
が
自
ら
行
う
製
造
、
加
工
等
の
た
め
に
必

要
な
設
備
等
を
整
備
す
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
当
該
農
商
工
等
連
携
事
業
に
必
要
な
農
林
水
産
物
の
生
産
等
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に
関
す
る
機
械
や
加
工
・
流
通
施
設
の
整
備
等
を
通
じ
て
、
農
林
漁
業
者
が
実
施
し
よ
う
と
す
る
農
林
水
産

物
の
新
た
な
生
産
、
加
工
等
の
方
式
の
導
入
等
を
中
小
企
業
者
が
支
援
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
法
に
よ
る

支
援
対
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
中
小
企
業
者
の
積
極
的
な
取
組
が
期
待
さ
れ
る
。

２

農
商
工
等
連
携
事
業
の
実
施
に
よ
り
中
小
企
業
の
経
営
の
向
上
及
び
農
林
漁
業
経
営
の
改
善
を
図
る
た
め
の
方

策
に
関
す
る
事
項

基
本
的
な
考
え
方

(1)

農
商
工
等
連
携
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
中
小
企
業
の
経
営
の
向
上
及
び
農
林
漁
業
経
営
の
改
善
に
関

す
る
客
観
的
な
見
通
し
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

農
商
工
等
連
携
事
業
に
よ
る
中
小
企
業
の
経
営
の
向
上
及
び
農
林
漁
業
経
営
の
改
善
の
在
り
方

(2)

中
小
企
業
の
経
営
の
向
上
及
び
農
林
漁
業
経
営
の
改
善
の
効
果
を
客
観
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
農
商
工

等
連
携
事
業
に
対
す
る
支
援
及
び
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
定
量
的
な
経
営
指
標
を

判
断
基
準
と
す
る
。

具
体
的
な
判
断
基
準
と
し
て
は
、
中
小
企
業
者
に
つ
い
て
は
、
生
産
要
素
及
び
経
営
の
規
模
拡
大
の
状
況
を

適
切
に
評
価
で
き
る
経
営
指
標
と
し
て
、
以
下
の
二
つ
の
指
標
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

①

付
加
価
値
額

当
該
事
業
者
の
付
加
価
値
額
又
は
従
業
員
一
人
当
た
り
付
加
価
値
額
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
、
計
画
開
始
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時
点
と
比
較
し
て
、
五
年
間
の
計
画
の
場
合
、
計
画
期
間
終
了
時
点
で
あ
る
五
年
後
ま
で
に
五
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
の
向
上
が
な
さ
れ
る
こ
と
。
計
画
期
間
が
三
年
間
の
場
合
は
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
計
画
期
間
が
四
年

間
の
場
合
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
向
上
が
な
さ
れ
る
こ
と
。

（
注
）

付
加
価
値
額
と
は
、
営
業
利
益
、
人
件
費
及
び
減
価
償
却
費
の
合
計
と
す
る
。

②

総
売
上
高

事
業
者
の
総
売
上
高
に
つ
い
て
、
計
画
開
始
時
点
と
比
較
し
て
、
五
年
間
の
計
画
の
場
合
、
計
画
期
間
終

了
時
点
で
あ
る
五
年
後
ま
で
に
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
す
る
こ
と
。
計
画
期
間
が
三
年
間
の
場
合
は
三
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
、
計
画
期
間
が
四
年
間
の
場
合
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
す
る
こ
と
。

事
業
者
の
総
売
上
高
の
増
加
が
、
農
商
工
等
連
携
事
業
に
係
る
新
商
品
又
は
新
役
務
の
売
上
に
よ
っ
て
実

現
さ
れ
る
こ
と
。

農
林
漁
業
者
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
物
の
生
産
又
は
加
工
等
の
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
効
率
的

か
つ
安
定
的
な
農
林
漁
業
経
営
を
実
現
し
、
そ
の
経
営
基
盤
の
強
化
及
び
農
林
漁
業
の
生
産
力
の
増
強
の
状
況

を
適
切
に
評
価
で
き
る
経
営
指
標
と
し
て
、
以
下
の
二
つ
の
指
標
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

①

付
加
価
値
額

当
該
事
業
者
の
付
加
価
値
額
又
は
従
業
員
一
人
当
た
り
付
加
価
値
額
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
、
計
画
開
始

時
点
と
比
較
し
て
、
五
年
間
の
計
画
の
場
合
、
計
画
期
間
終
了
時
点
で
あ
る
五
年
後
ま
で
に
五
パ
ー
セ
ン
ト
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以
上
の
向
上
が
な
さ
れ
る
こ
と
。
計
画
期
間
が
三
年
間
の
場
合
は
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
計
画
期
間
が
四
年

間
の
場
合
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
向
上
が
な
さ
れ
る
こ
と
。

②

農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
に
係
る
農
林
水
産
物
の
売
上
高
の
増
加

当
該
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
に
お
け
る
農
林
水
産
物
の
売
上
高
が
、
計
画
開
始
時
点
と
比
較
し
て
、
五

年
間
の
計
画
の
場
合
、
計
画
期
間
終
了
時
点
で
あ
る
五
年
後
ま
で
に
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
増
加
す
る
こ
と
。

計
画
期
間
が
三
年
間
の
場
合
は
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
、
計
画
期
間
が
四
年
間
の
場
合
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

増
加
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
従
来
取
り
扱
っ
て
い
な
い
新
規
の
作
物
・
家
畜
等
を
導
入
す
る
場
合
は
事
業
と

し
て
成
り
立
つ
売
上
高
と
な
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
当
該
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
事
業
の
需
要
の
開
拓
の
見
込
み
等
を
勘
案
し
、
中
小
企
業

者
及
び
農
林
漁
業
者
の
営
業
収
支
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
森
林
組
合

及
び
森
林
組
合
連
合
会
等
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
申
請
に
つ
い
て
は
、
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
の
経
営
指
標
又
は

参
加
者
個
々
の
経
営
指
標
の
い
ず
れ
か
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

農
商
工
等
連
携
事
業
の
促
進
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

基
本
的
な
考
え
方

(1)

国
は
、
中
小
企
業
の
経
営
の
向
上
と
農
林
漁
業
経
営
の
改
善
を
図
る
た
め
、
農
商
工
等
連
携
事
業
の
形
成
・
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実
施
の
基
盤
と
な
る
環
境
整
備
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

支
援
事
務
局
の
設
置

(2)

国
は
、
中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
が
実
施
す
る
農
商
工
等
連
携
事
業
の
計
画
段
階
か
ら
実
施
段
階
ま
で

一
貫
し
て
助
言
等
の
支
援
を
行
う
た
め
の
支
援
事
務
局
を
各
経
済
産
業
局
等
（
経
済
産
業
局
及
び
内
閣
府
沖
縄

総
合
事
務
局
を
い
う

）
の
管
轄
区
域
ご
と
に
設
置
す
る
。
各
支
援
事
務
局
に
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
等
に
精

。

通
し
た
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
起
業
経
験
者
、
商
社
又
は
金
融
機
関
の
出
身
者
等
の
企
業
実
務
に
精
通
し
た
者
や

農
業
、
林
業
、
漁
業
等
に
精
通
し
た
者
を
専
門
家
と
し
て
配
置
し
、
都
道
府
県
や
関
係
機
関
等
と
連
携
し
て
、

商
品
や
役
務
の
開
発
、
生
産
、
販
売
等
に
取
り
組
む
中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
市

場
調
査
、
商
品
企
画
、
事
業
性
評
価
、
販
路
開
拓
等
に
係
る
助
言
等
を
実
施
す
る
。

ま
た
、
各
支
援
事
務
局
に
お
け
る
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
適
切
な
専
門
家
の
紹
介
や
全
国
規
模
の
販
路

開
拓
等
の
支
援
を
実
施
す
る
推
進
組
織
を
併
せ
て
設
置
す
る
。

農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
の
評
価
体
制
の
整
備

(3)

国
は
、
農
商
工
等
連
携
事
業
計
画
の
認
定
を
公
正
か
つ
適
切
に
行
う
た
め
、
有
識
者
、
専
門
家
等
で
構
成
さ

れ
る
評
価
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の
評
価
を
踏
ま
え
て
認
定
の
適
否
を
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。

評
価
委
員
会
に
お
い
て
は
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
経
営
資
源
を
有
効
に
活
用
し
て

新
商
品
や
新
役
務
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
市
場
ニ
ー
ズ
、
市
場
規
模
、
競
合
商
品
・
役
務
と
比
較
し
た
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優
位
性
等
を
考
慮
し
て
中
小
企
業
の
経
営
の
向
上
及
び
農
林
漁
業
経
営
の
改
善
が
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、

農
商
工
等
連
携
事
業
を
円
滑
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
適
切
な
計
画
に
な
っ
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
評
価

を
行
う
。

農
商
工
等
連
携
事
業
に
対
す
る
支
援
の
促
進

(4)

国
は
、
農
商
工
等
連
携
事
業
の
推
進
を
促
進
す
る
た
め
、
都
道
府
県
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備

機
構
等
の
関
係
機
関
と
幅
広
く
連
携
し
て
、
支
援
事
務
局
の
整
備
等
の
施
策
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
農
商
工

等
連
携
事
業
の
取
組
の
拡
大
を
促
進
す
べ
く
、
認
定
農
商
工
等
連
携
事
業
等
に
関
す
る
幅
広
い
情
報
提
供
等
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。
特
に
、
成
功
事
例
の
蓄
積
・
紹
介
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
全
般

に
対
し
て
連
携
の
重
要
性
を
周
知
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
発
的
な
連
携
事
業
へ
の
取
組
を
促
す
波
及
的
効
果
が

高
い
こ
と
も
踏
ま
え
、
積
極
的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

特
に
、
国
は
、
事
業
者
に
対
す
る
き
め
細
か
な
支
援
を
行
う
た
め
、
地
域
力
連
携
拠
点
や
食
料
産
業
ク
ラ
ス

タ
ー
協
議
会
を
通
じ
た
支
援
事
業
を
展
開
す
る
と
と
も
に
、
関
係
支
援
機
関
間
の
連
携
体
制
の
整
備
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

な
お

農
商
工
等
連
携
事
業
の
成
功
の
た
め
に
は

市
場
の
ニ
ー
ズ
を
明
確
に
と
ら
え
た
事
業
計
画
の
立
案
・

、

、

実
施
が
重
要
で
あ
る
点
を
踏
ま
え
、
国
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
支
援
を
中
心
に
、
支
援
体
制
を
整
備

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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第
三

農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
に
関
す
る
事
項

１

農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
の
内
容
に
関
す
る
事
項

基
本
的
な
考
え
方

(1)

農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
は
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
は
通
常
の
事
業
活
動
の
範
囲
内
に
お
い
て
交
流

の
機
会
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
農
商
工
等
連
携
事
業
を
促
進
す
る
た
め
に
は
両
者
の
自
発
的
な
連
携
を
促
す
の

み
な
ら
ず
、
両
者
の
連
携
の
形
成
や
農
商
工
等
連
携
事
業
の
高
度
化
を
支
援
す
る
事
業
を
促
進
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
交
流
の
機
会
の
提
供
、
中
小
企
業
者
又
は
農
林

漁
業
者
に
対
す
る
農
商
工
等
連
携
事
業
に
関
す
る
指
導
又
は
助
言
そ
の
他
の
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の

有
機
的
な
連
携
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
。

農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
の
実
施
主
体

(2)

農
商
工
等
連
携
を
支
援
す
る
取
組
の
実
施
主
体
と
し
て
、
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
及
び
特
定
非
営

利
活
動
法
人
が
重
要
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
具
体
的
な
取
組
事
例
も
数
多
く
見
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
法
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
者
を
農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
の
実
施
主
体
と
し
、
本
基
本

方
針
に
基
づ
い
て
農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
主
務

大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
を
行
っ
て
い
く
上
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
通
じ
て
、
中
小
企
業
者
、
農
林
漁
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業
者
を
は
じ
め
、
商
工
会
議
所
、
商
工
会
、
全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
、
農
業
協
同
組
合
、
全
国
農
業
協
同

組
合
中
央
会
、
公
設
試
験
研
究
機
関
、
大
学
、
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等

の
関
係
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
の
内
容

(3)

法
第
二
条
第
五
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
は
、
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
有

機
的
な
連
携
を
支
援
す
る
事
業
と
す
る
。
農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
の
具
体
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
中
小

企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
の
交
流
会
や
商
談
会
の
開
催
、
最
新
技
術
の
普
及
を
図
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催
、
個

別
の
相
談
に
応
じ
て
中
小
企
業
者
と
農
林
漁
業
者
と
を
つ
な
ぐ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
等
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ

事
業
、
中
小
企
業
者
又
は
農
林
漁
業
者
に
対
す
る
商
品
企
画
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
力
の
向
上
の
た
め
の
経
営
指

導
や
技
術
指
導
、
セ
ミ
ナ
ー
や
研
修
に
よ
る
人
材
育
成
等
の
多
様
な
事
業
内
容
が
想
定
さ
れ
る
。

農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
計
画
期
間
内
に
五
件
以
上
の
農
商
工
等
連
携
事
業
の
形

成
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
又
は
五
件
以
上
の
農
商
工
等
連
携
事
業
に
対
す
る
指
導
・
助
言
等
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
中
小
企
業
の
経
営
の
向
上
又
は
農
林
漁
業
経
営
の
改
善
に
つ
い
て
、
中
小
企
業
者
及
び
農
林
漁
業
者
が
掲

げ
た
目
標
以
上
の
成
果
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
の
計
画
期
間

(4)

計
画
の
実
施
期
間
に
つ
い
て
は
五
年
以
内
と
し
、
事
業
を
開
始
す
る
時
期
、
事
業
の
実
施
項
目
ご
と
に
着
手
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す
る
時
期
、
目
標
を
達
成
す
る
予
定
時
期
等
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

２

農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
の
促
進
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

基
本
的
な
考
え
方

(1)

国
は
、
農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
の
形
成
・
実
施
の
基
盤
と
な
る
環
境
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
計
画
の
評
価
体
制
の
整
備

(2)

国
は
、
農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
計
画
の
認
定
を
公
正
か
つ
適
切
に
行
う
た
め
、
有
識
者
、
専
門
家
等
で
構

成
さ
れ
る
評
価
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の
評
価
を
踏
ま
え
て
認
定
の
適
否
を
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。

評
価
委
員
会
に
お
い
て
は
、
農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
関
係
機
関
と
の
有
効
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
通
じ
て
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
の
目
標
が

適
切
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
を
円
滑
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
適
切
な
計

画
に
な
っ
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
評
価
を
行
う
。

農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
に
対
す
る
支
援
の
促
進

(3)

国
は
、
農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
の
推
進
に
当
た
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤

整
備
機
構
、
商
工
会
議
所
、
商
工
会
、
全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
、
中
小
企
業
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、
全

国
農
業
協
同
組
合
中
央
会
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
農
商
工
等
連
携
支
援
事
業
を
支
援
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
八
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八

号

の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は

第
三
の
１
の

中

一
般
社
団
法
人

一
般
財
団
法
人

と
あ
る
の
は

民

）

、

「

、

」

「

(2)

法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
」
と
す
る
。


